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　市内では自転車による交通事故が多
発しています。自転車を利用する際は
自転車安全利用五則を守り、安全運転
を心掛けましょう。
【自転車安全利用五則】
１　自転車は車道が原則、歩道は例外
２　車道は左側を通行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを
徐行
４　安全ルールを守る
渇飲酒運転、二人乗り、並進の禁止渇
夜間はライトを点灯渇交差点での信号

遵守と一時停止・安全確認
５　子どもはヘルメットを着用
【自転車で歩道を通行できるのは】
渇「歩道通行可」の標識があるとき
渇１３歳未満の子どもや７０歳以上の高齢
者
渇身体障がい者の方
渇歩道を通行することがやむを得ない
場合
 市交通対策課交通対策係（☎０４２−
３８７−９８５０）、小金井警察署（☎０４２−
３８１−０１１０）

問

自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャンペーン
５月１日（火）～３１日（木）

 
■
募
集
内
容
▽
家
族
向
け
・
単
身

者
向
け
（
一
般
募
集
住
宅
）
▽
定

期
使
用
住
宅

■
申
込
書
配
布
期
間
５
月
７
日

（
月
）
～　

日
（
火
）

１５

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）
、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）
、
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

募
集
内
容
、
申
込
資
格
等
詳
し

く
は
、
「
都
営
住
宅
募
集
の
ご
案

内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

 

５
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

１７

郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ

都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

他申

 

Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
）
募
集
セ
ン
タ
ー
（
☎
０

５
７
０
儿　

儿　

、
☎　

儿
３
４

０１０

８１０

０３

９
８
儿
８
８
９
４ 
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）
、
市
ま

ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
６
１
）

３８７

 　

身
体
・
知
的
・
精
神
障
が
い
の

あ
る
方
ま
た
は
こ
れ
ら
の
方
と
生

計
を
同
じ
く
す
る
方
が
軽
自
動
車

等
を
所
有
し
、
そ
の
車
が
障
が
い

の
あ
る
方
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い

る
と
き
は
、
軽
自
動
車
税
が
減
免

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
書
類
等
を
ご
確
認
の
う

え
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

問

HP

軽
自
動
車
税
の
減
免

該
当
す
る
方
は
申
請
を

い
。

　

な
お
、
申
請
に
は
納
税
義
務
者

の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
昨
年
減
免
を

受
け
ら
れ
た
方
は
、
納
税
通
知
書

に
同
封
す
る
案
内
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
生
活
扶
助
を
受
け
て
い

る
方
が
所
有
ま
た
は
使
用
し
、
関

係
官
庁
の
証
明
を
受
け
た
と
き
、

ま
た
は
災
害
に
よ
り
多
大
な
損
害

を
被
っ
た
場
合
等
に
は
軽
自
動
車

税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
通
知
書
は
５
月　
１１

日
（
金
）
に
発
送
し
ま
す
。

■
申
請
期
限
５
月　

日
（
木
）

３１

■
申
請
書
類
等
納
税
通
知
書
、
身

体
障
害
者
手
帳
等
、
運
転
免
許

証
、
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

 

市
民
税
課
諸
税
係
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
２
０
）

 　

平
成　

年
度
（
平
成　

年
分
）

３１

３０

市
・
都
民
税
か
ら
、
配
偶
者
控
除

お
よ
び
配
偶
者
特
別
控
除
が
見
直

さ
れ
ま
す
。
納
税
者
本
人
の
所
得

に
応
じ
て
控
除
額
が
段
階
的
に
減

少
す
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
、
ま

た
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
適
用
が

受
け
ら
れ
る
配
偶
者
の
所
得
金
額

の
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

 

市
民
税
課
市
民
税
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
９
）

３８７
 　

資
源
の
節
約
、
ご
み
の
減
量
の

た
め
、
家
庭
で
使
用
し
な
く
な
っ

た
不
用
品
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
品
家
具
、
電
気
製
品
、
一

般
機
器
、
幼
児
用
品
な
ど
で
破
損

問配
偶
者
控
除
お
よ
び
配
偶
者

特
別
控
除
の
見
直
し

問不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー

し
て
い
な
い
も
の

■
利
用
方
法
直
接
、
経
済
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
登
録
カ
ー
ド
を

不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー
に
掲
示
し

て
紹
介
し
ま
す
（
掲
示
は
４
か
月

間
）
。
当
事
者
間
で
直
接
交
渉

し
、
必
ず
交
渉
結
果
を
ご
連
絡
く

だ
さ
い

 

市
内
在
住
の
方
に
限
り
ま
す

 

経
済
課
消
費
生
活
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７
 　

市
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た

め
、市
職
員
の「
ノ
ー
上
着
・
ノ
ー

ネ
ク
タ
イ
運
動
」を
実
施
し
ま
す
。

■
実
施
期
間
５
月
１
日
（
火
）
～

　

月　

日
（
水
）

１０

３１

■
実
施
場
所
市
庁
舎
お
よ
び
市
の

施
設

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
０
８
）

３８７
 　

市
内
の
一
部
地
域
の
下
水
道
管

の
調
査
と
雨
水
ま
す
の
清
掃
を
実

施
し
ま
す
。

　

作
業
員
は
、
市
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
を
着

用
し
て
い
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
作
業
期
間
５
月
～　

月
１０

 

下
水
道
課
工
務
維
持
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
５
６
）

３８７

 
【
職
場
の
健
康
保
険
に

　

加
入
し
た
と
き
】

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
職

場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

他問ノ
ー
上
着
・
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ

運
動
を
実
施

問下
水
道
施
設
の
調
査
お
よ
び

清
掃
を
実
施

問国
民
健
康
保
険

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

は
、　

日
以
内
に
喪
失
の
届
け
出

１４

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

本
人
ま
た
は
世
帯
主
の
方
は
、

職
場
の
健
康
保
険
証
と
国
民
健
康

保
険
証
の
両
方
を
持
っ
て
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
休
日
窓
口
で
も
手
続
き

が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
郵
送
で
も
届
け
出
が
で

き
ま
す
の
で
、
職
場
の
保
険
証
の

写
し
と
国
民
健
康
保
険
証
の
両
方

を
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

【
交
通
事
故
や
傷
害
事
件
に

　

遭
っ
た
と
き
】

　

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
、

第
三
者
（
加
害
者
）
の
行
為
に
よ

っ
て
け
が
を
し
た
と
き
に
、
国
民

健
康
保
険
で
治
療
を
受
け
る
場
合

は
、
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病

届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
用
紙
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

　

国
民
健
康
保
険
で
治
療
を
受
け

る
と
、
市
が
医
療
機
関
へ
治
療
費

の
７
割
（
高
齢
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
は
、
７
～
９
割
）
を
一
時

的
に
立
て
替
え
、
届
け
出
を
も
と

に
被
害
者
の
方
に
代
わ
っ
て
市
が

後
日
、
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

　

加
害
者
不
明
の
場
合
な
ど
で

も
、
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
加
害
者
か
ら
治
療
費

を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済
ま

せ
た
り
す
る
と
、
そ
の
事
故
に
つ

い
て
国
民
健
康
保
険
が
使
え
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
示
談
の

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類
等
国
民
健
康
保
険

証
、
印
鑑
、
交
通
事
故
証
明
書
等

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・

１８４

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
３
３
）

問

４
月
１
日
付
・（　

）
内
は
旧

職
名

【
部
長
職
】

▽
総
務
部
長
（
議
会
事
務
局

長
）
加
藤
明
彦

▽
市
民
部
長
（
生
涯
学
習
部

長
）
西
田
剛

▽
福
祉
保
健
部
長
（
総
務
部

長
）
中
谷
行
男

▽
生
涯
学
習
部
長
（
市
民
部

長
）
藤
本
裕

▽
議
会
事
務
局
長
（
ま
ち
づ
く

り
担
当
部
長
）
北
村
高

【
課
長
職
】

▽
企
画
財
政
部
企
画
政
策
課
長

（
総
務
部
職
員
課
長
）
梅
原
啓

太
郎

▽
企
画
財
政
部
公
共
施
設
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
推
進
担
当
課
長
（
企

画
財
政
部
企
画
調
整
担
当
課

長
）
今
井
哲
也

▽
企
画
財
政
部
情
報
シ
ス
テ
ム

課
長
（
学
校
教
育
部
学
務
課
学

務
係
長
）
深
澤
亘
（
昇
任
）

▽
総
務
部
地
域
安
全
課
長
（
都

市
整
備
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

長
）
大
関
勝
広

▽
総
務
部
職
員
課
長
（
総
務
部

管
財
課
長
）
鈴
木
功

▽
総
務
部
管
財
課
長
（
市
民
部

資
産
税
課
家
屋
係
長
）
根
本
礼

太
（
昇
任
）

▽
市
民
部
納
税
課
長
（
総
務
部

地
域
安
全
課
長
）
吉
田
亮
二

▽
福
祉
保
健
部
地
域
福
祉
課
長

（
子
ど
も
家
庭
部
児
童
青
少
年

課
長
）
伏
見
佳
之

▽
福
祉
保
健
部
自
立
生
活
支
援

課
長
（
学
校
教
育
部
庶
務
課

長
）
加
藤
真
一

▽
子
ど
も
家
庭
部
児
童
青
少
年

課
長
（
企
画
財
政
部
情
報
シ
ス

テ
ム
課
長
）
鈴
木
剛

▽
都
市
整
備
部
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
長
（
都
市
整
備
部
ま
ち
づ

く
り
推
進
課
住
宅
係
長
）
黒
澤

佳
枝
（
昇
任
）

▽
学
校
教
育
部
庶
務
課
長
（
企

画
財
政
部
企
画
政
策
課
長
）
三

浦
真

▽
学
校
教
育
部
指
導
室
長
（
東

京
都
教
育
委
員
会
よ
り
派
遣
）

浜
田
真
二

▽
生
涯
学
習
部
生
涯
学
習
課
長

（
福
祉
保
健
部
地
域
福
祉
課

長
）
関
次
郎

▽
生
涯
学
習
部
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
兼
ス
ポ

ー
ツ
振
興
担
当
課
長
兼
ス
ポ
ー

ツ
振
興
係
長
事
務
取
扱
（
生
涯

学
習
部
生
涯
学
習
課
長
）
内
田

雄
介退

職（
３
月　

日
付
）

３１

【
部
長
職
】

▽
佐
久
間
育
子
（
福
祉
保
健
部

長
）

【
課
長
職
】

▽
上
石
記
彦
（
市
民
部
納
税
課

長
）

市市
職職
員員
人人
事事


